
社会福祉法人千葉市社会福祉協議会基盤強化方針の平成31年度報告

Ⅰ　協議会の再構築

H29 H30 H31 R2

1
理事会・評議員会
の構成見直し

　本会の意思決定が協議会構成員の総意に
基づくものになるよう、理事と評議員の出
身母体を多様化します。また、社会福祉法
の改正により、理事会は執行機関、評議員
会は議決機関としての機能を明確にしなけ
ればならないことから、それぞれの役割に
即した構成に見直します。

【理事・評議員の出身母体数、理事会・評
議員会の構成】

　　　　３３団体

　理事・評議員会双方に
人材を輩出している団体
があるなど、役割分担が
不明確。

　　　４０団体
　理事会を執行機
関、評議員会を議決
機関と位置づけてそ
れぞれ適切な出身母
体を割り当て、同一
母体から理事・評議
員双方に人材を受け
入れるケースを解消
する。

- - - - - - - 総務係

2 会員制度の見直し

　市区町村社協経営指針で示されている会

員制度（住民会員、構成員組織会員（※）、
賛助会員）をベースに、会員制度を見直し
ます。また、構成員組織会員、賛助会員に
相当する法人を対象に調査を行い、制度の
見直しや会員の拡大に向けた企画立案に活
用します。
　
　　　　　【見直しの実施】

　市区町村社協経営指針
とは異なる仕組みとなっ

ている。
見直し検討

地区部会各区代表
との意見交換会

周知 新制度への移行

　第1回理事会、第3回
評議員会において賛助会
員と特別会員を賛助会員
に一本化する会員規程の
改正（案）を上程し、承
認されました。
　また、本会ホームペー
ジや社協だより109号
により、制度変更の周知
を図りました。

　計画どおり進捗していま
す。

○ 　新制度へ移行します。 推進係

3 会費制度の見直し

　会員制度の見直しに合わせて、会費制度
についても見直します。

　　　　　【見直しの実施】

住民会員（個人・世帯）
２00円

特別会員（施設・団体）
3000円

賛助会員（企業）
10000円

見直し検討
地区部会各区代表
との意見交換会

周知 新制度への移行

　第1回理事会、第3回
評議員会において賛助会
員と特別会員を賛助会員
に一本化する会員規程の
改正（案）を上程し、承
認されました。
　また、本会ホームペー
ジや社協だより109号
により、制度変更の周知
を図りました。

　計画どおり進捗していま
す。

○ 　新制度へ移行します。 推進係

4
地区部会組織モデル
の作成

　地区部会の情報が、それを構成する単位
自治会をはじめとした地区部会内全体に伝
わるよう、組織モデルを作成してNo7の地
区部会シートに盛り込み、地区部会支援に
活用します。

　【地区部会シートへのモデルの盛込み】

組織モデルの作成
地区部会シート
への盛り込み

- - - - - - - 推進係

5 地区部会事業の検証

　複数の単位自治会を包含する広域的な地
区部会エリアで取り組むべき事業と単位自
治会ごとに取り組むべき事業を整理して、
地区部会支援に当たっての標準的な診断要
領を定め、No7の支援方針に反映させま
す。

【地区部会シートへの診断要領の盛込み】

単位自治会と地区部会で
行うべき事業の
基本方針の作成

地区部会シート
への盛り込み

- - - - - - - 推進係
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№ 取組項目
概要（具体的な取組内容）

【採用する指標】
方針策定時の状況

（H28）

方針

  【「Ｈ31自己評価」欄の○△×について】
　 ○　順　調　…　概ね予定どおり進捗している
　 △　遅　れ　…　進捗に遅れが見られる、あまり進捗していない
　 ×　未着手　…　着手できていない
    －　評価外　…　終了した、実施対象期間前、評価できない

Ｈ31
実績

Ｈ31
自己評価

Ｒ2
取組みの方向性

所管

1
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H29 H30 H31 R2
区分 № 取組項目

概要（具体的な取組内容）
【採用する指標】

方針策定時の状況
（H28）

方針 Ｈ31
実績

Ｈ31
自己評価

Ｒ2
取組みの方向性

所管

6 地区部会データの提供

　高齢者、児童、障害者、福祉施設などの
福祉関連情報、避難所等の防災関係等の
データをNo7の地区部会シートに盛り込ん
で支援に活用するとともに、地区部会にも
提供し、地区部会の取組みに対する意思決
定を支援します。

【地区部会シートへの盛込み、提供の実
施】

高齢者関係の
データの提供を実施

データの提供
地区部会シート
への盛り込み

データの提供 データの提供 データの提供 データを更新しました。
　概ね計画どおり進捗してい
ます。

○
　地区部会シートを更新
します。

推進係

7
地区部会シートの作成
による支援方針の明確化

　カルテに相当する「地区部会シート」を
作成して、地区部会ごとの支援方針を明確
化した上で、区事務所が強力に支援しま
す。

　　　　【地区部会シートの作成】

統一的な作成は
していない

シートの作成
（No4～6の内容を
盛り込む）及び公表

シートの作成・公表 シートの作成・公表 シートの作成・公表 データを更新しました。
　概ね計画どおり進捗してい
ます。

○
　地区部会シートを更新
します。

推進係
区事務所

8
地区部会助成金
の見直し

　地区部会の主体性をより引き出せるよ

う、助成金に提案型の仕組み（ＣＳＷ（※）

の支援を受けつつ補助事業者が提案する仕
組み）を取り入れます。また、現在、助成
対象を地区部会に限定している事業であっ
ても、地区部会以外も実施主体になりうる
ものであれば、助成できるよう改めます。

　　　　　【新助成制度の実施】

　提案型の助成申請を認
めていない。最終的な事
業実施主体が誰かに関わ
らず、助成対象を一律に
地区部会に限定してい

る。

新制度施行 - - - 　申請　なし
　助成枠６団体に対し、申請
団体はありませんでした。

-

　申請が低調なことか
ら、今後、各種団体への
働きかけを強化してまい
ります。

推進係

9 地区部会の拠点確保支援

　地区部会活動の強化を図るため、拠点の
候補となる社会福祉法人の地域交流スペー
スや、公共施設の空きスペース等の活用を
支援します。

　　　　　【整備方針の作成】

　67地区部会のうち、活
動拠点を有しているのは

15地区部会。
-

活動拠点整備方針の
作成

- - - - - - 推進係

10
地区部会各区代表との
意見交換会の実施

　地域の課題やニーズを把握するため、地
区部会各区代表との意見交換会を実施しま
す。

　　　　【意見交換会実施回数】

未実施 4回/年 4回/年 4回/年 4回/年 　１回実施

　事務局・地区部会各区代表
ともに継続・新規で意見交換
をしていく案件がなかったた
め、１回の実施に留まりまし
た。

○

　引き続き、地域の課題
やニーズを把握するた
め、必要に応じて地区部
会各区代表との意見交換
会を実施します。

推進係

Ⅲ
　
実
施
事
業
の
見
直
し

11
行政との役割分担
の明確化

　No12の事業シートの中に当該事業周辺
における行政の活動を入れ、役割がうまく
分担されているか検証します。

　　　　　【事業シートの作成】

未作成
事業シート

の作成・盛込み
- - - - - - - 総務係
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H29 H30 H31 R2
区分 № 取組項目

概要（具体的な取組内容）
【採用する指標】

方針策定時の状況
（H28）

方針 Ｈ31
実績

Ｈ31
自己評価

Ｒ2
取組みの方向性

所管

12 事業シートの作成

　全ての事業について統一フォーマットに
よる事業シートを作成し、事業目的、目標
達成指標、業績評価指標、事業スケジュー
ルを明確にし、管理ツールとして活用しま
す。

　　　　　【事業シートの作成】

未作成
事業シート

の作成・内容の精査
事業シート

の公表
- - - - - - 総務係

13 事業シートの活用

　事業シートを活用して、年２回（中間・
期末）評価を実施します。期末の評価で一
定基準を下回る事業は見直し対象とし、そ
の結果を次年度予算に反映させます。

　　　　　　　【評価の実施】

未実施 - 評価の実施 評価の実施 評価の実施

　すべての事業シート
を、予算編成の参考資料
として活用しました。た
だし、指標で想定するよ
うな厳密な評価は実施し
ませんでした。

　予算編成の直前に当たる中
間時点での評価は、事業の進
捗把握も困難で、できません
でした。そのため、事業の目
的や目標を見失わないための
ツールとして活用するにとど
まりました。

△

　今年度予定している次
期活動計画策定に向け
て、事業シートの内容の
振返りと各事業の進捗状
況の確認を行います。

総務係

14 重点事業の設定　①

　次期地域福祉活動計画の策定にあたり、
重要度、緊急度、本会の関与度及び需要の
拡大余地に着目し、優先的に取組む事業を
設定します。

　【重点事業の設定、活動計画への反映】

未着手
実施

活動計画へ反映
実施

結果公表
- - - - - - 総務係

15 重点事業の設定　②

　重点事業設定に当たっては、既存事業の
検証だけではなく、取り組むべき事業に漏
れがないかも検証します。特に、子育て支
援、福祉教育や地域包括ケアに関する取組
みについては慎重に検証し、活動計画に反
映させます。また、公益性が高い本会の特
性を生かした自主事業の実施も検討しま
す。

　　【検証の実施、活動計画への反映】

未着手
実施

活動計画へ反映
実施

結果公表
- - - - - - 総務係

16 市への要望書の提出

　社会福祉協議会としての活動に対し、行
政への要望事項を毎年度、市の予算編成に
合わせて提出します。

　　　　　　【提出の実施】

未実施 要望書の提出 同左 同左 同左
　７月に市へ要望書を提
出しましたが、回答は得
られませんでした。

　計画どおり実施しました
が、回答は得られませんでし
た。

△
　引き続き、本会活動の
課題解決のための要望を
行います。

総務係

Ⅳ
　
社
会
福
祉
法
人

と
の
連
携
強
化

17
社会福祉施設
連絡協議会における
会議の充実

　施設と地域の連携強化を目的としたテー
マを設定し、区の地区担当者などテーマに
合ったメンバーを新たに入れていきます。
回数も増やし、会議の充実を図ります。
No18の結果を議題に取り上げ、公益的な
取組みの効果的な拡大策について議論しま
す。

　　【テーマとメンバーの見直し、回数】

（テーマ）
大都市会議議題
（メンバー）

施設運営者の代表
（回数）
年3回

（テーマ）地域にお
ける公益的な取組み
の促進や社会福祉法
人との連携に関する

テーマを追加
（メンバー）テーマ
に応じ区の地区担当

者などを追加
（回数）年4回

同左 同左 同左

　会議を４回実施しまし
た。
　社会福祉研修センター
も会議に参加し、社会福
祉施設の人材育成・定着
に向けた研修について協
議を行いました。

　社会福祉施設連絡協議会に
おいて、社会福祉施設の人材
育成・定着に向けた研修につ
いて協議するとともに、地域
における公益的な取組をして
いる法人の紹介をしました。

○
　社会福祉施設連絡協議
会の充実を図ってまいり
ます。

推進係

Ⅲ
　
実
施
事
業
の
見
直
し
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H29 H30 H31 R2
区分 № 取組項目

概要（具体的な取組内容）
【採用する指標】

方針策定時の状況
（H28）

方針 Ｈ31
実績

Ｈ31
自己評価

Ｒ2
取組みの方向性

所管

18

社会福祉施設
連絡協議会を通じた
地域における
公益的な取組み
の実施状況調査

　社会福祉法人による地域における公益的
な取組みの実施状況を調査し、結果を
No17の会議の議題に取り上げます。

　　　　　　【調査の実施】

未実施 調査実施 同左 同左 同左

　社会福祉施設連絡協議
会役員の各種別の会議に
おいて、事例集を配布す
るとともに地域における
公益的な取組の実施につ
いて働きかけました。

　調査は、実施しませんでし
たが各種別の会議に出席し、
事例集を配布するとともに、
働きかけを行いました。

○

社会福祉施設連絡協議会
の会議の場などを活用
し、引き続き各施設に対
して地域における公益的
な取組の実施を働きかけ
てまいります。

推進係

19
社会福祉法人との
関係づくり

　各区事務所が社会福祉法人やその施設を
訪問したり、社会福祉施設連絡協議会に参
加することを通じて、連携に向けた関係を
構築します。特に、No18の調査の結果、
公益的な取組みを実施している法人に対し
ては、優先的に訪問します。

　　　　【訪問済法人の割合（※）】

未実施 60％以上 100% - - - - - - 区事務所

20 CSW機能の充実①

　地域における総合相談に応じ生活支援が
行えるよう、ＣＳＷ機能の充実を図りま
す。ＣＳＷの強化、育成のため、ＣＳＷ会
議を実施するとともに、全職員が共有でき
るようＣＳＷマニュアルを作成します。

【会議の開催回数、CSWマニュアルの作
成】

CSW会議：不定期
マニュアル：未整備

CSW会議１回/月
CSWマニュアル

の作成
CSW会議１回/月 CSW会議１回/月 CSW会議１回/月

　CSW会議を年１０回
開催しました。
　うち、２回はスーパー
バイザーを招き、事例検
討会を実施しました。

　概ね計画どおり進捗してい
ます。

○

　引き続き、CSW会議
を月１回実施します。
　うち、４回はスーパー
バイザーを招き事例検討
会開催します。

推進係
区事務所

21 CSW機能の充実②

　日常生活自立支援事業の利用相談時に専
門員が行う訪問調査にＣＳＷが同行し、同
事業のみによらない総合的な支援につなげ
ます。

　　　　　　【同行の実施】

未実施 実施 実施 実施 実施

　CSWからの情報によ
り相談に繋がった案件が
２件、そのうち、実際の
調査に立ち会った案件は
1件でした。
　なお、成年後見支援セ
ンターに寄せられた相談
からCSWに繋いだ案件
は2件ありました。

　複合的な課題を持つ市民と
の初期の接触段階で、CSWか
らの紹介でない（先にCSWと
の面識がない）場合、プライ
バシーの観点から直接支援に
関係する者以外との接触が難
しいことが多いのではないか
と感じております。

-

　日常生活自立支援事業
の新規利用に係る相談時
のみならず、現契約者に
複合的な課題を有するこ
とが判明した際には、必
要に応じてＣＳＷが関与
し、総合的な支援を図っ
てまいります。

後見支援センター
区事務所

22
人事考課制度
の見直し

　人事考課表を改定し、職員の到達レベル
をより分かりやすい形で示します。

　　　　　【人事考課表の改定】

市に準拠した考課表
を用いて管理職を
対象にモデル実施

（処遇への反映なし）

考課表改定案
作成

新考課表による
考課を実施

同左

前年度考課結果の
処遇への反映

同左

前年度考課結果の
処遇への反映

　平成30年度に改定し
た人事考課表を運用する
とともに、千葉市社会福
祉事業団との合併契約で
の合意に基づき、令和2
年度以降の制度構築を行
いました。

　人事考課表の改定という指
標は達成し、それに基づく考
課も実践しましたが、処遇に
は未反映です。この点につい
て、合併契約では、管理職に
あっては令和4年度から、非
管理職にあっては令和5年度
から処遇反映することが明記
されました。

△
　合併契約での合意に基
づいて構築された新制度
を運用していきます。

総務係

23
目標申告・育成指導
の実施

　目標申告や所属長による育成指導を通じ
て、目的意識の浸透を図ります。その際、
人事考課表の考課基準（No22）や事業
シート（No12）も活用します。
　
　　　　　【対象者、面接回数】

管理職対象
年１回

全職員対象
年３回

全職員対象
年３回

全職員対象
年３回

全職員対象
年３回

　全職員を対象とし、面
接も年３回実施しまし
た。

　計画どおり実施しました。
特に目標申告については、平
成２８年度の開始からの結果
を振り返ったところ、目標の
達成状況に顕著な良化が見ら
れます。

○

　千葉市社会福祉事業団
との合併を踏まえて施行
される新人事考課制度に
おいてもこの取組みは継
承されており、引き続き
計画どおり進めていきま
す。

総務係

Ⅳ
　
社
会
福
祉
法
人

と
の
連
携
強
化

Ⅴ
　
区
事
務
所
の
強
化

Ⅵ
　
人
材
育
成
・
確
保
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社会福祉法人千葉市社会福祉協議会基盤強化方針の平成31年度報告

H29 H30 H31 R2
区分 № 取組項目

概要（具体的な取組内容）
【採用する指標】

方針策定時の状況
（H28）

方針 Ｈ31
実績

Ｈ31
自己評価

Ｒ2
取組みの方向性

所管

24 若年層職員の採用

　若年の社会福祉の専門人材の採用を進め
ます。退職予定者の前倒し補充により早期
の採用を進めることとします。

　　　　　　　【採用数】

新規採用なし
（３５歳以下の職員数２

人）

３１年度までに
３人以上採用

３１年度までに
3人以上採用

３１年度までに
3人以上採用

-
　令和２年４月１日付で
１名の職員を採用しまし
た。

　計画どおり実施し、計画期
間を通算した累計の採用人数
は、令和２年4月1日現在で６
人となりました。

○ - 総務係

25 職務分類の適正化

　職名と職階が未整理であるため、適正化
を図ります。

　　　　　　【見直しの実施】

同一職階に４職種が
混在するなど

職務分類が未整理
検討 実施 - - -

千葉市社会福祉事業団との合
併協議に係るテーマであり、
基盤協方針に基づく取組みに
はなじまなくなったため、除
外しました。

- - 総務係

26 給与体系の見直し
　給与体系の見直しを検討します。

　　　　　　【検討の実施】

市の８級制の給与表
を使用しており、

８級は未使用の状況
検討 検討 - - -

千葉市社会福祉事業団との合
併協議に係るテーマであり、
基盤協方針に基づく取組みに
はなじまなくなったため、除
外しました。

- - 総務係

27 研修計画の作成

　階層ごとに履修すべき研修を明示する研
修計画を作成します。

　　　　　　【計画の作成】

未作成 検討 作成 - -

　30年度に策定した計
画を運用するとともに、
コミュニティソーシャル
ワーク機能強化に向けた
新たな研修を試行実施し
ました。

　CSW機能強化について、新
たな研修を試みた一方、やる
べきことが確立したわけでは
なく、試行錯誤の段階です。

○

　旧千葉市社会福祉事業
団研修計画との統合も含
め、さらなるブラッシュ
アップに努めます。

総務係

Ⅶ
　
支
出
削
減

28
予算管理の仕組み
の整備

　所属長が自部門の予算を容易に管理でき
る仕組みを整えます。また、執行伺や支出
負担行為（契約締結・助成決定等）の段階
で予算の執行状況を把握できる仕組みを整
えるとともに、資金計画に連動した予算配
当を行うことにより予算執行を統制する仕
組みを導入します。

　　　　【会計システムの整備】

システム上事業別の管理は
行っているが、所属ごとの管理
は行っておらず集計も困難。・
システム上の執行状況把握のタ
イミングは、支出伝票起票時点
（請求書受理時点）。・予算配
当は資金計画と連動していな
い。また、計画とは異なる執行
が可能となっている。

会計システムの
仕様検討

経理規程の改正

新会計システム
の導入

- -
　Ｈ30年４月より新シ
ステムに移行し、概ね順
調に稼動しています。

計画どおり実施しました。 ○
　引き続き、所属長によ
る適切な予算執行管理を
行います。

経理係

Ⅷ
　
収
入
確
保

29
共同募金増収に向けた
アクションプラン
の策定

　共同募金増収に向けたアクションプラン
を策定し、計画的に取組みを進めます。

　　　【アクションプランの策定】

新たな試みも実践して
いるがプランに基づくも
のではない。

策定 - - -

　昨年度に引き続き、千
葉県共同募金会と意見交
換しながら共同で年度事
業計画を立て、取り組み
ました。
　ただし、支会（千葉市
社協）単独でのアクショ
ンプランは策定していま
せん。

　千葉県共同募金会と支会が
共同で年度事業計画を立てて
取り組むことにより、支会
（千葉市社協）の強みや不得
手な部分の分析が客観的にで
き、他市町村の効果的事例の
情報も具体的に入手できるた
め、取り組みの選択肢の幅が
広がりました。

△

　アクションプラン策定
に関する情報収集を続け
つつ、千葉県共同募金会
と一体となった取組みを
継続します。

支援係
区事務所

Ⅵ
　
人
材
育
成
・
確
保
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社会福祉法人千葉市社会福祉協議会基盤強化方針の平成31年度報告

H29 H30 H31 R2
区分 № 取組項目

概要（具体的な取組内容）
【採用する指標】

方針策定時の状況
（H28）

方針 Ｈ31
実績

Ｈ31
自己評価

Ｒ2
取組みの方向性

所管

30
千葉県共同募金会
と連携した事業展開

　千葉県共同募金会が推進している寄附つ
き自動販売機による募金（ハートフルベン
ダー募金）の普及を、共同募金会と連携し
て促進します。

　　　　　　　【設置済数】

４か所 ６か所 １４か所 ２２か所 30か所

　取引先企業で1か所設
置に至りました。
　毎年、共同募金の法人
募金の依頼をしている市
商工会議所へのDMに自
販機募金のチラシを同封
し協力を呼びかけました
が、申し込みはありませ
んでした。

　1か所設置に至りました。
　DMの効果がなかったた
め、手法の見直しが必要で
す。

△

　DMの効果がなかった
ため、社会福祉施設や各
企業など個別訪問による
依頼を中心に進めます。

支援係

31
共同募金の使途
に関する広報の充実

　募金が使われたことにより、まちがどう
変化したのか、ホームページで具体的・ビ
ジュアルに紹介します。

　　　　　　【掲載の実施】

未実施 実施 実施 実施 実施

　昨年度に引き続きジェ
フ市原・千葉との協働事
業（ポスター・PRグッ
ズを作成し、PR活動を
行う取組みなど）を行い
ました。

　課題であったジェフ市原・
千葉の助成先への訪問がスケ
ジュール等が合わず実現でき
ませんでした。
　ホームゲームでの募金は選
手の協力も得られ、チームの
広報紙でも宣伝をしていただ
き、好評を得ました。

△

　協働事業を継続し、ポ
スター及びPRグッズを
作成しPR活動を行うと
ともに、助成先への訪問
活動を行います。
　また、協働事業以外の
分野では、ホームページ
による広報の充実に努め
ます。

支援係

32
同募金の配分方針
の明確化

　配分要綱を策定して配分方針を明確にし
ます。

　　　　　　　【要綱策定】

要綱なし 要綱策定 - - - 　未着手 未着手 ×

　課題を整理し、市社協
内の他部署との情報交換
を取り入れながら配分方
針の検討を進めます。

支援係

33
基金運営委員会
の整備

　運営委員会未設置の基金について、運営
委員会を設置します。

　　　　【委員会未設置基金数】

2 0 0 0 0
　未達成の１基金につい
て未着手

　運営委員会の設置にとどま
らず、事業のあり方も含めた
一体的な検討が必要ではない
かと考えています。

×
　事業のあり方も含めて
一体的に検討します。

経理係
支援係

34
受託事業から
の収益確保

　精算・返納している受託収入のうち、委
託者に返納すべき部分と受託者の努力によ
る部分を明確化し、後者については本会の
収益とするよう委託者に働きかけます。

　　　　　　【協議の実施】

　指定管理事業を除き、
受託事業はすべて清算・

返納している。
協議実施 同左 同左 同左

　未達成の放課後児童健
全育成事業において、精
算不要とする部分を明確
化した受託契約を締結し
ました。

計画どおり実施しました。 ○ 計画どおり実施します。
事業所管
各課
経理係

35 助成制度の活用

　調査研究等に係る外部の助成制度の情報
を集約して内部共有を図り、活用を促進し
ます。

　　【共有の場とする会議の数（種類）】

0 3 3 3 3

　外部助成制度の情報収
集は行ったものの、会議
の場における情報共有は
未実施でした。

　計画を達成できませんでし
た。

×
　計画どおり実施しま
す。

総務係

Ⅷ
　
収
入
確
保
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社会福祉法人千葉市社会福祉協議会基盤強化方針の平成31年度報告

H29 H30 H31 R2
区分 № 取組項目

概要（具体的な取組内容）
【採用する指標】

方針策定時の状況
（H28）

方針 Ｈ31
実績

Ｈ31
自己評価

Ｒ2
取組みの方向性

所管

36
受託金収入の
概算払い化

　受託事業の支払条件を精算払い（事後収
入）から概算払い（事前収入）に変更する
よう委託者に働きかけます。

　　　　　【精算払い事業数】

2 0 0 0 0

　未達成の１事業につい
て、受託契約条件提案時
に概算払い化を要望しま
したが、委託者に認めら
れませんでした。

　計画を達成できませんでし
た。

△
　残り１事業について、
引き続き概算払い化を要
望します。

事業所管
各課
経理係

37 短期資金計画の策定

　法人全体の１年間の資金計画を策定しま
す。

　　　　　　【策定の実施】

未実施 実施 実施 実施 実施
　平成３１年度予算にお
いて、短期資金計画を作
成しました。

　計画どおり実施しました。 ○

　令和２年度予算編成に
おいて、平成３１年度事
業執行に伴う資金繰りを
踏まえた短期資金計画を
作成します。

経理係

38
財源入りの活動計画
の策定

　3年ごとに策定している活動計画は、財源
を入れて策定します。

　　　【財源を入れた策定の実施】

未実施
実施

（平成30～３２年
度活動計画）

- -
実施

（平成33～35年度
活動計画）

- - - -
事業所管
各課
経理係

39 経営企画会議の開催

　管理者層を対象とした内部会議で四半期
ごとに議題とし、経営状況の共有を図りま
す。

　　　　　【会議の開催回数】

未実施 年４回 年４回 年４回 年４回

　６月に管理職の月例会
議で前年度決算について
討議を行い、１２月には
重点６事業の進捗状況に
関する意見交換をしまし
た。

　２回実施しました。 △
　計画どおり実施しま
す。

総務係
経理係

Ⅸ
　
資
金
管
理
の
強
化
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